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0.本 小論で直接的には議論の対象 としない

ところのヨの研究の概略についてここに記 し

てお く.ヨ について,「対人的機能」の側 面

から記述 しようとしたものは,古 くは,時 枝

1951(「 聞手に対 して,話 手の意志や判断を

強 く押 しつける表現であるから,敬 語的表現

や婉 曲的表現或いは,相 手に同調を求める表

現 とも対立す る.」 としていることは,あ る

意味では今 日的であろう.)・ 佐久間1952に

見 ることがで きる.そ れ までが,「 文」の切

れ続 きという側面か ら,「終助詞」●とい う命

名が冠 されていたのに対 し,時 枝 ・佐久間が

「対人関係」 という点に着 目したことは,後

の ヨについて観察(と いうより,終 助詞研究

についての観察)に,多 大な影響 を与えてい

る.

つづいて,佐 治1957(厂 呼びかけ押 しつ け

る気持」という 「態度」を担 う)・ 渡辺実(渡

辺1953で の独 自の構文論の指摘以来,渡 辺

1968,1971,1974に おいて,「 終助詞」の機

能 を指摘 している.渡 辺1974が,も っとも明

確 に整理 してある.そ こでは,「 対象への訴

えを持つ」 ものとされる)・ 鈴木1976(「 話

し手中心」で,厂 確信 ともちか け」 を示す も

のである)な どが目につ くところである.

本小論において,議 論の対象とするところ

は,研 究史的に上で述べた以降の ものである.

1.金 水1993は,陳1987・ 大 曽1986・ 益 岡

1991な どのヨについての研究について次のよ

うに論 じている.

これらの論考の多 くに共通 して見 られる

のが,ヨ やネが話 し手 と聞き手の間での,

ある種の情報 ・知識の調整に関わってい

るとする考え方である。

確かに,ヨ が話 し手が知っていて聞き手が知

らない,ネ が話 し手も聞き手 も知 っている,

とい う環境の中で必ず使用されるという なら

ば,ヨ ネという形式の存在が説明できなくな

って しまう.し かし,こ ういった金水の 「批

判」は,あ る意味では乱暴な ものである.も

ちろん,レ ヴューという限られた紙幅の中で

充分な 「批判」は不可能であったことは否め

ない.し かし,「 これらの論考」は,

(1)aヨ の説明が適当でない

bネ の説明が適当でない

cヨ もネも説明が適当でない

のかとい う,そ もそ もの動機づけの点 におい

て,明 瞭でないのである.金 水の 「批判」は,

ネについては 「聞き手が知 らない場合にも用
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い られる」 という 「例外」を示すことで 「批 ,

判」 となりうる.し かし;ヨ ネという形式が

あ るということで,「 ヨとネとを同一 フィー

ル ド内で対立 させて考えるのはおか しい」と

いう指摘はできても,ヨ の説明を退けるには

動機づけが弱い.な らば,「聞 き手が知らない」

ということでヨを記述することは正 しいので

あろうか.

大曽1986で は,

「ね」が原則 として話 し手 と聞き手の情報,

判断の一致 を前提 とするなら,「 よ」は

逆に話 し手 と聞き手の情報,判 断の食い

違いを前提に しているようだ.そ こか ら

「強調」 とか 「主張」の意味が出て来る

のであろうが,食 い違いの状況は様々で

ある.

とされている.こ の指摘 とほぼ同じものに益

岡1991は たどりついている.

我々は,自 分が持 っている知識を聞き手

に伝 えるに際して,聞 き手が持っている

と想定される知識のあ り方 との異同を判

断 し,そ れを表明するとい うことである.

そ して,話 し手の知識 と聞 き手の知識が

基本的に一致すると判断される場合には

「ね」が用いられ,両 者の間にずれがあ

り,そ の意味で両者が対立的な関係にあ

ると判断される場合には 「よ」が用いら

れるわけである.

この両者の指摘 は,益 岡の 「認識における

ずれ」を 「表明する」 というところにおいて

異な りがみえる.大 曽は,そ れを 厂前提にし

ている」 といい,そ のため 「強調」 「主張」

などの 「意味」が付 け加わるという.対 して,

益岡は 「認識におけるずれ」 を 「表明してい

る」 と指摘 しているのである.

それに対 して陳1987は,ま ず 「終助詞」全

体の性格 として,

終助詞 は話 し手 と聞き手のあいだの認識

のギ ャップをうめることにかかわる表現

手段である.

とし,

「よ」は話 し手がすでに認識 し,聞 き手

が まだ認識 していない情報について,話

し手が聞き手に対 して伝える必要がある

と判断 して伝 えるときに使われる終助詞

である.

としている.陳 においてはその 「認識のずれ」

の 「矯正」 というはたらきを指摘 しているの

であ り,こ の点が大曽 ・益岡とは異なるとこ

ろである.

これらの指摘は,い ずれも次の例文につい

て説明できない.

(2)「 予約 した近藤ですが」「はい,承 って

お ります.そ れではお席にご案内いた

します」(一 緒に歩いた後)「 こちらの

席になっております」

(3)「 この料理は何ですか?」 「あわびのい

ちご煮でございます」

いずれの発話 も,話 し手 と聞き手の 「認識の

ずれ」が 「前提」 となっているのであって,

ならば,な ぜ ヨが 厂付加」されていないので

あろうか.

白川1992は,こ の点に着 目し,「 はだか終

止形」(以 下 φ)と ヨとを比較することで,

ヨの機瀧 をさぐろうとするものである(注1).

白川は,や はり上で見た 「これらの論考」

と同様,「 聞 き手が知 らないこと」 を言 うと

いうことを基底にしなが らも,し かし,

「聞 き手が知 らないこと」 を知 らせ るよ

うな文脈であって も,「 よ」が付加 され

る場合 と付加されない場合 とがある.

とし,こ れをヨの 厂随意性⊥ と呼ぶ.そ して,

そのような 「随意性」の指摘から,

「よ」は,そ れが付加された文の発話が

聞き手に向けられていることを,こ とさ

ら表明する.

とい う仮説を設ける.「文」には,そ の 「形式」

か ら 「聞 き手めあてでない もの」と 「聞 き手

めあてであるもの」とがある.

前者については,具 体的発話の場において,
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それを 「聞 き手に向ける」とき,ヨ を 「付加」

し,そ の意味で上の 「仮説」を証明す る.

(4)(ラ ーメ ン屋で主人が客にラーメ ンを

さしだしながら)

a熱 い.

b熱 いよ.

「熱い」 という想定が この状況では 「聞 き手

に向けられた」 ものでなければ,発 話 として

効果がない(厂 す ぐ触るな/気 をつけろ/冷

ましてから食べろ」などの発話意図がある場

合である).aの 「形式」では聞 き手に対 し

てではないと解釈 されてしまう危険性がある.

つまり,「聞き手に向けられた」のではない厂ひ

とりごと」 となってしまう危険性が高い.そ

ういったことを回避するために,こ のような

状況ではbが 用いられるのである.さ らに,

「水が飲みたい」のような話 し手の 厂情意」

を 「表出」 しているものも同様である.

後者 は 「形式」的に既に 「聞き手めあて性」

を含んでいるものであるから,ヨ を 「付加」

することは 「随意的」であるとする.こ の後

者の場合,上 の 「仮説」の 「ことさら」 とい

う修飾が生 きて くる.例 えば,「丁寧形」 を

とるということや 「命令形」をとるというこ

となどは,そ の形式 自体が 「聞 き手に向けら

れている」 ことを 「表明」 しているから,ヨ

の 厂付加」は 「随意的」であるとしている.

以上の指摘は,一 見,す ぐれているように

見える.し かし,こ の白川の指摘に見 られる,

また論のよりどころとしている 「聞 き手めあ

て性」 とは一体何であるのか.「 仮説」 から

うかがえることは,ど うや ら 「発話が聞き手

に向けられる」 と同義であるらしいことはわ

かる.な らば,発 話 を 「ことさら」「聞き手

に向ける」 とは,一 体何 を意味 しているので

あろ うか(注2>.ま た,白 川 は 「一方的に

言い渡す」 とか 「相手に言い含める」 などの

表現 をとっているが,そ れは(発 話を聞き手

に向けるとい う)「聞き手めあて性」 とどう

かかわるのであろうか.さ らに,白 川の指摘

はもとをた どれば,や はり 「聞き手が知らな

い」 というところに収斂するのである.

2.も っとも,今 述べたところについて,次

のような反論が予想 されよう.観 察の観点か

らすれば,「 明示 されている」 ときこそがそ

のような 「ずれ」の 「表明」である,と.当

該発話が 「認識のずれ」 を 厂表明 している」

のであり,明 示されていない ものは,認 識の

段 階で 「ずれ」がた とえあった として も,

厂表明」 していないとして扱 うべ きである,

と.対 話においては常に聞き手の知識 を明示

せねばならないという制約などな く,明 示 し

たいときするのである,と.

ならば,次 にあげる例はどう解釈すればよ

いのか.

(5)(プ ロ野球中継で,場 内アナウンスで

投手交替が告げられたあと,ア ナウン

サーが解説者にむかって)

「あれ え,高田さん,伊 藤は交代ですよ」

「え え,そ うで す ね 」

(6)西川 「も と も と私 は キ ャ ピ トル の レ コ ー

ド大 好 き な んで す よ.キ ャ ピ トル の ジ

ャ ケ ッ トって 良 い で す しね 」

岡村 厂そ うな ん で す よ.音 が 聞 こ え て く

る んで す よ.本 当,良 い.典 型 的 な 白

人 世 界 」

(7)「 あ の 時,あ な た,相 当 困 って ら っ し

ゃ っ た 」 「い や あ,あ れ に は 相 当 ま い

りましたよ」

(8)(交 差点で運転者が助手席の者に対 し

て)「右?左?ど っちなんだよ」

ここで,示 した例はいずれもヨが明示 されて

いる.し かし,果 たして 「聞 き手が知 らない

こと」や 「認識のずれ」が 「前提」になって

いるといえるのであろうか.

もし仮 に,以 上のような例文 を,「話 し手

の想定は発話時以前には聞き手にとって知 ら

ないことである」 という読みで解釈 しようと

するならば,聞 き手 に向かって発話される多
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くが,ヨ を伴 った 発 話 とな らね ば な ら ない.

と こ ろ が,事 実 はそ うで は な い.「 聞 き手 が

知 ら な い 」 とい う観 点 は,「 制 約 」 と して 融

通 の きか な い もの で あ る.

3.今,対 話 の 過 程 を 次 の 池 上1989の 指 摘 に

な ら って 考 え よ う.

〈発 信 者 〉(sender)が 情 報 を 「記 号 化 」

(encode)し,〈 メ ッ セ ー ジ〉(message)と.

して 何 ら か の 〈経 路 〉(channel)を 通 じ て

送 り出 し,〈 受 信 者 〉(r馗eiver)が そ れ を

受 け取 っ て,〈コ ー ド〉(code)あ る い は 〈コ

ンテ ク ス ト〉(context),ま た はそ の 両 者

を 参 照 しつ つ 「解 読 」(decode)な い し

は 「解 釈 」(interpret)し て 情 報 を 読 み

と る

こ れ に即 せ ば,「 解 釈 」 お よ び 「解 読 」 行 為

が 発 動 す る た め に は,聞 き手 の 認 知 環 境 に 話

し手 の想 定 が(メ ッセ ー ジ と し て)書 き込 ま

れ な くて は は じ ま ら な い の で あ る.

こ うい っ た対 話 の 過 程 に 立 脚 して,ヨ の 意

味 を次 の よ うに 規 定 し よ う.

(9)ヨ は,発 話 が な され る直 前 まで の 聞 き

手 の想 定 を書 きか え る こ とを促 す こ と

を示 す 標 式 で あ る.

この よ う に 規 定 す る こ と(以 下,「 書 きか え

指 示 」 とす る)で,厂 聞 き手 が 知 ら な い 」 以

外 の 場 合 に つ い て も説 明 が 可 能 に な る(注3).

た だ し,こ の 規 定 は次 の 語 用 論 的 条 件 を前 提

とす る.

(lo)状 況 に お い て,聞 き手 の 認 知 環 境 へ の

書 き込 み を確 実 に行 い,書 きか え を確

実 に行 い た い と きに,ヨ を用 い よ.

も ち ろ ん,書 きか えが 成 さ れ る前 提 と して 書

き こ み が 成 され る必 要 が あ る.た だ し,書 き

こ み で と ど ま る こ と は,φ で あ っ て も ヨで あ

っ て も同 じ こ とで あ り,書 きか え に まで ふ み

こ む こ とが,ヨ の担 っ て い る と ころ の 意 味 だ

と,本 小 論 で は規 定 す る.

「書 きか え 」 と は,そ れ まで の 聞 き手 の 想

定 を書 きかえることである.書 き込んだだけ

であると,聞 き手の旧想定に対する新記載で

終わってしまう.つ まり,旧 想定 を新想定に

書 きかえるということには,新 記載 ・覆えし

・強化などがある.そ こまでを要求すること

が,ヨ の担っている 「書 きかえ指示」という

意味であると考える.

ここに示 した「書きかえを確実に行いたい」

という 「期待」は,話 し手の状況に対する想

定にゆだね られることになる.状 況に対する

想定から 「期待」の度合 いが高いか低いかが

決定 され,そ して,ヨ が明示 されるかされな

いかが決定 される.つ まり,高 ければ高いほ

ど(も っとも高いのを 「期待値1」 とする)

ヨが明示され,そ れよりも低 くなるにしたが

ってヨの明示には迷うところとなる.

ただ し,こ の 「期待値」が0で あるとき,

つ まり,(ヨ がなくとも)「確実に書 きかえら

れる」 という想定があるときや,「 書 きかえ」

をそ もそ も目論まない ときなど(いわゆる「ひ

とりごと」の:場合など)は,ヨ は明示 されな

いのである.ヨ という形式 について言えば0

か1(あ るか ないか)で あるのであるが,

「期待値」 については,0か ら1ま での幅が

ある.そ ういった 「期待値」のスケールにお

いて,ヨ が明示されるかされないかが決定さ

れるのである.

もし,「聞き手が知っている」厂聞き手が知

らない」 という観点を持 ち込むのならば,そ

こに0か ら1ま での段階を設け,0か1か と

い う択一的なものでないとすれば,解 決の道

はあるや もしれない.し か し,そ のようなこ

とにふれた論考は,な い.

このような 「期待」ということを指摘する

ことで,は じめて白川が掲げた 「随意性」 と

いう概念が容認されることとなる.状 況 にお

いてヨを用いるか非ヨを用いるかは,話 し手

の状況に対する想定に,そ して 「期待」 にゆ

だね られることになる.白川の言うように「形

式」自体がヨの 「付加」について 「随意的」
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で あ る の で は な く,ヨ を用 い る か 用 い な い か

と い う判 定 自体 が 「随 意 的」 で あ る と い え よ

う.

とこ ろ で,(9)の 規 定 は,次 の 金 水 の 指 摘 と

同 じか も しれ な い.

当該 の 発 話 を 関与 的 な もの と して 登 録 せ

よ.

金 水 は,Sperber&Wils。n1986で 指 摘 され る

と こ ろ の 「関 連 性relevance」 と い う概 念 を

持 ち込 ん で い る(た だ し,金 水 は そ の 訳 語 と

し て 「関 与 性 」 を採 用 して い る).金 水 の 指

摘 の 問題 点 は,Sperber&Wilsonの 「関連 性 」

とい う概 念 を消 化 し切 れ て い な い 印 象 を受 け

る と こ ろ に あ る.Sperber&Wilsonに お い

て は,発 話 が 聞 き手 に 向 け ら れ る とい う こ と

は,そ れ 自体,聞 き手 に と っ て 「関連 性 」 が

あ る も の と話 し手 は み な して い る,と され て

い るの で あ る.つ ま り,別 に ヨが な く と も,

聞 き手 に 向 か って 発 話 され る限 り,当 該 情 報

は 聞 き手 に と って 「関 連 性 」 の あ る もの とみ
'な さ れ る

の で あ る.も し,こ こ に お い て,

「関 連 性 」 とい う概 念 を(ど う して も)持 ち

込 む な ら ば,先 に 指 摘 した(10)の 要 件 を設 け

て お か ね ば な らな い.

また,田 窪1992も,氏 の 「談 話 管 理 理 論 」

と い う立 場 か ら,ヨ につ い て 言 及 して い る.

厂よ」 は,基 本 的 に 「情 報 を 間 接 知 識 領

域 に記 載 せ よ 」 とい う指 示 で あ る.さ ら

に 「こ れ を い ま関 与 的 な知 識 状 態 に付 け

加 えた の ち,適 当 な推 論 を行 え」 とい う

指 示 も関 与 性 の 原 則 か らで て くる.

この 結 論 は本 小 論 に述 べ た もの と(金 水 の 指

摘 以 上 に)似 て い る も ので あ る が,「推 論 せ よ」

とい う こ と まで,「 ヨに負 担 させ る の は ど うで

あ ろ うか.例 え ば,語 用 論 の古 典 的 例 文 「こ

こ 暑 い ね」 にお い て,そ れ が,発 話 媒 介 行 為

と して 「窓 を開 け ろ」(文 脈 や 知 識 と の 関 わ

りで,こ の よ う に一 つ の 意 味 に 限定 が で きな

い)を 意 味 す る と い う こ と を考 え て み よ う.

こ の 発 話 に お い て,ヨ が 明 示 さ れ て い な い の

であるが;発 話のゴールが 「窓を開けること」

であるならば,ネ もまた 「推論せ よ」 という

ことを表示 していることにな りはしないか.

4.(9)(10)を 認 め る こ と は,従 来 の 指 摘 に

対 して,統 一 的 な説 明 を可 能 にす る.以 下 は,

そ れ につ い て の 証 明 で あ る.

5.「 聞 き手が知らない」 ということや 「認

識のずれ」 ということは,発 話に先立つ状況

に対する話 し手の想定である.こ の点は(9)

のヨの意味 とは直接的には関係せず,(10)の

語用論的条件 と関係する問題である.い くつ

かの例を挙げて証明 しよう.

(11)ち ょっとあなた,服 に値札がついたま

まです よ.

「服 に値札 をつ けたままでいる」 ということ

を視覚的に情報 として得た.そ れは 「聞き手

が知 らない」 という想定を 「確実な証拠」 と

して得たことになる。そのうえで,そ のよう

な想定をもった話 し手にとって 「確実に書 き

かえを行いたい」 という 「期待」が高 まる.

ただし,も し,そ のような 「期待」が高 まら

なか ったならば,そ もそ も発話など行わなけ

ればよいのである.し か し,発 話 したかぎり,

確実に書 きかえられなければ,発 話 した意味

がな くなってしまう.「せ っか く教 えてあげ

たのに」 ということにならないためにも,ヨ

を用いるのである.

また,

(12)a「 これ,ま ずいよ」「そんなことな

い」

b「 これ,ま ずいよ」「そんなことな

いよ」

これ は,「 これ,ま ずいよ」 とい う発言者 の

想定が,そ の料理に対 しての想定 としては適

切 な ものではない,と いう想定(つ ま り,

厂正 しい想定を聞 き手は知らない」 という想

定)を,発 話 という 「確実な証拠」 を通 して

話 し手は抱いた.そ のため,そ の悪定の覆 し
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をはかることが発話意図である.そ の意味か

ら,聞 き手に 「確実な書 きかえ」がなされな

けれ6芟�ﾊがなくなって しまう.そ のため,

bが とられるのである.・

また,質 問に対する答えのときとい うのは,

状況に支えられていることから,確 実な書 き

かえをめざさな くとも書 きかえはなされる も

のである.

⑬ 「これ,ブ ナ?」 「いや,ダ ケカンバ」

しかし,

㈹ 「これは,ブ ナですか?」 「いや,ダ ケ

ヵンバですよ」

のように,ヨ をもちいることも多い.判 定要

求に対する答えは,想 定の書 きかえをはか る

ものであるから,確 実な書 きかえをめざす場

合,ヨ が明示されるのであろう.

(15)厂あなたお風呂どう?」 「うん,気 持ち

いい」「どうなの?」 「気持ちいい よ」

夫は最初の発話で妻に対 して答えたと判断 し

たところ,次 の妻の発話によって,書 き込み

す らなされていないということが(「 確実 な

証拠」 として)分 かった.も う一度繰 り返 し

て もよいのであるが,ま た書 き込まれない危

険性がある.そ のため,次 の発話で ヨを用 い

ることで確実に書 き込み,そ して書 きかえを

目論むことになるのである.

ただ し,

(is)ほ ら,あ そこ!

のような例については,注 意が心要である.

「ほら」 という形式は,書 き込みを明示 して

いることを示 している,つ まり,「書 きかえ

指示」を負担するヨとは,こ となった形式だ

といえる.

(ls)「ほ ら,あ そこ」「えっ?」(キ ョロキ

ョ匸1)「あそこだよ」

とい うように,書 き込みを指示 して も,そ れ

が 「確実 に」書 き込まれていないという 「確

実な証拠」が得 られれば,ヨ で書 きかえを明

示することになるのである.

6.「 命令文+ヨ 」(注4)に ついて説明する

に先立ち,そ もそも命令文 とは何か,と いう

ことに簡単に触れておかねばならない.

もし,話 し手がある行為を聞き手に実現 し

てもらいたい という想定を抱いてお り,そ れ

を情報として与えな くとも実現 されるならば,

命令文など発話する必要はない.と ころが,

そのような発話 をするということ自体,そ れ

に先立つ話 し手の想定を「聞 き手は知らない」

といえる.「聞 き手が知 らない」 ということ

とヨの意味 とを直接的に関係付 けるならば,

命令文はすべてにおいて ヨを伴 わねばならな

いことになる.

しか し,命 令文は 「聞き手に向けられた」

発話である.つ まり発話である限り命令文は,

「書 き込み」 と同時に聞き手の行為の実現を

要求するものである.た だし,今,「 同時に」

という指摘 をしたのであるが,命 令文 を発話

することは,結 果 として 「行為の実現」がお

こなわれることを期待 しているのである.つ

まり,

㈲ ザワザワ 「静かにしろ」「はい」ザ ワ

ザワ

というように,「返事」 だけで終 って しまっ

ては,命 令が失効 して しまう.

普通,命 令文は,こ のように行為の実現の

期待の方が(「 書 き込み」よりも)厂濃 く」あ

らわれている.し か し,そ の実現 は,「書 き

込み」の結果であるということ,つ まりは書

きかえの結果であるということは看過できな

い.「確実な書 きかえ」 を 「期待」 しなけれ

ばならない状況であるとき,ヨ を明示す るの

であって,そ れは 「書 きかえ」を強 く指示す .

ることになる.

(15)(面 接試験で)

a名 前をおっしゃって ください.

b名 前をおっ しゃってくださいよ.

このような状況は,「確実な書 きかえ」 に対

する 「期待値」をそれほど高 くはしない.と

いうより0も しくは0に 近 くとも,行 為の実
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現は望 まれるものである.そ のため,bを 発

話する必要がないのである.そ れに対 して,

⑯(い つ も忘れ物 をしているーY君に対 し

て)

「明日はちゃんと持 ってきなさいよ」

㈲ 厂早 く寝なさい」(寝 ない)厂早 く寝な

さいよ」

(16)は,()の 中に記 したような想定があ

れば,「確実に」「書 きかえ指示」 を行 う必要

がある.(17)は,始 発の命令文によって行為

の実現を要請 したにもかかわらず達成 されな

かった.再 度の会話においては確実に実現 さ

せ たい.そ のために,「確実な」書 きかえを

めざすことになろう.以 上から,(16)(17)に

おけるヨの明示が説明で きよう.

井上1993は,「 命令文の機i能」 を次の よう

に想定する.

話 し手側のスクリプ トを,「 こうあるべ

きだ(っ た)」 というスクリプ トとして,

話 し手の外部世界(聞 き手の知識 または

現実世界)に 導入するよう聞き手に働 き

かる.

この規定はたいそうす ぐれたものである.し

か し,井 上において,φ(命 令文)と ヨ(命

令文)の ことなりが明確な形で示 されてはい

ない(注5).井 上の規定は,『次 のような例

についても命令文の枠内で解決 しようとした

ところから始まる.

(is)(遅 れてレポーを出 しにきた学生に対

して)

aレ ポー トは期 日まで出しなさい.

bレ ポー トは期 日までに出しなさいよ.

これ らは,「異議 申し立て」 とされる.こ こ

で注目すべ き点は,(18)の 状況において φ(命

令文)は みられないということである.φ(命

令文)に おいては,そ の要求 している行為が

発話時以後実行が可能なものでなければなら

ないといえる.し かし;ヨ(命 令文)は 指示

内容 を確実に書 き込み,旧 想定を書 きかえる

ことを指示するという点か ら,そ の内容 とし

て含むところの行為は発話時以後実行可能で

あるか どうかは,別 段問題 にしない.そ して,

そのような発話は,「再度」確実に書 き込み,

書 きかえることを指示することで,井 上のい

う 「異議申し立て」ということに,結 果 とし

て,な るのである.「 異議 申し立て」につい

ては,こ のように考えるべ きである.さ もな

くば,

(19)レ ポー トは昨日までですよ。

であって も,厂異議申 し立て」 といえるので

はなかろうか.う えのような状況において

「レポー トを出す」 という行為は発話時以後

の実行が不可能であるため,aは とられない

のである(注6).

7.最 後に,疑 問文とヨの問題 について触れ

てお く.そ の二つが 「共起」 しない というこ

とについては問題がある.形 式 としての疑問

文 と,(純 粋に)解 答行為 を要求するところ

の質問文とは次元をことにして考 えねばなら

ない.質 問文の場合は文末イントネーション

が上昇調 をとらねばならない.森 山1989で は,

上昇調のイン トネーシ ョンの基本的な情

報伝達的意味は,聞 き手の反応 をうかが

うということである.

と指摘されている.

(20)a

b

C

(21)a

b

C

この 声,ヒ グ ラ シで す か ↑/↓

この 声,ヒ グ ラ シ か ↑/↓

この 声,ヒ グ ラ シ ↑/↑

この 声,何 の声 で す か ↑/↓

こ の 声,何 の 声 だ ↑/↓

こ の声,何 の 声 ↑/↓

(20>が 判定要求となるのは,上 昇調(↑)

の場合である.ま た,(21)が 補充要求 となる

の も上昇調(↑)の 場合である.そ れは,森

山のいうところの「聞 き手の反応 をうかがう」

ということが質問文の基本的なあ り方である

か らである.

ところが,ヨ は上昇調 にしたところで質問

にはならない.ヨ を文末に用いると,イ ント
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ネーションはヨの請 け負 うところとなる.す

ると,質 問文が作れないということになって

しまうのである.た だ し,

(22)だ れがあいつ と仕事 をするか ↓.

というような純粋に解答行為 を要求するわけ

ではない疑問文の場合は別である.こ ういっ

た 「傾きを持 った疑問文」は,森 山のいうよ

うに 「聞 き手の反応 をうかがわなくていい」

もqで あ り,下 降調(↓)の イントネーショ

ンをとる.一 般化すれば,形 式的には疑問文

であった としても,下 降調のイントネーショ

ンを用いることは 「純粋な」解答行為 を要求

するところの質問文とはいえないのである.

さらにいえば,上 昇調でない疑問文 は質問文

ではない といえよう.そ して,質 問文ではな

い疑問文の場合,

(23)だ れがあいつ と仕事なんかするかよ.

というように,ヨ を明示することは可能であ

る.こ の場合 は,今 まで見て きたものと同様,

確実な書 きかえを指示するのである.(注7)

1

2

3

4

5

(注)

近藤1992も 「もちかける」 とい う術語 を用いて,

白川 とほぼ同 じ結論 に到 達 してい る.そ して,

白川 を否定す るこ とは拙稿 を も否 定する ことに

なる.

白川が引用する ところの仁 田1991に おいても「伝

達」 とい うように規定 な き術語 が使 われていて

理解で きない.

近藤1993で は,こ れを 「伝達性 の強化 」 とい う

説明 を した.し か し,明 確 な対 話モデルを提 示

していないため,つ まり,「伝達性」 とは何か と

い ケこ とを説 明 していない ことによ り,無 条件

には容認 しがたい.

「命令」「依頼」「勧誘」 な ど,そ の発話 的意味

ば下位 に分 け られ よう.し か し,こ こではそれ

を一括 して 「命令文」 とい う表 記 をとることに

す る.

というよ り,井 上の指摘は,従 来 の命令文の規定

を拡大 する方向にある もので あるが,本 小論の

6

7

規定 は(つ ま り,φ 命令 文 とヨ命令文 とに分け

るもの),従 来の規定 を縮小す ることにある.

ヨの 广付加」が行為要 求の表現力 を和 らげ るのか,

強めるのか という議論が なされ ることがあ る(大

曽1986・ 益岡1991な ど).し か し,ヨ と φとは,

表現力 を強め るとい う点で対立 しているわけで

はない.さ らに,「表現力」 とは何 を意味 してい

るのか も明確で はない.そ のため,こ の議論 は

不毛 なもの と言 えよう.益 岡な どは,命 令文 の

認識 に無頓着であ る.

今回 はヨとイン トネーシ ョンとの関わ りについ

ては触 れなかった.

・(タ バコをす っている人に対 して)

タバ コすわないでよ ↓.

・(タ バ コをす っていないがす う可能性 の

ある人に対 して)

タバ コすわ ないでよ ↑.

とい うように,状 況に よって イ ントネーシ ョン

が ことなって くるこ とにつ いては,近 藤1993で

詳述 した.今 回の ヨの意味 を記述す る とい う観

点 にお いては,イ ン トネー シ ョンが どうあろ う

とかわ りが ないた め,記 述 を省いた.
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